
別表第 3（第 4条，第 6条，第 9条，第 12条関係） 

 

評価方法 算定方法及び基準値 

①７段階評価（10 点法） 

  例：10,9,8,7,6,5,不可 

修得した科目の評点を全て合計し，全修得科目数で除して得た値（小数

点以下第２位を四捨五入）が 7.0 以上 

②５段階評価 

 例：Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,不可   

修得した科目の評点を，Ａを４，Ｂを３，Ｃを２，Ｄを１に換算して全

て合計し，全修得科目数で除して得た値（小数点以下第２位を四捨五入）

が 2.0 以上 

③４段階評価 

 例：Ａ,Ｂ,Ｃ,不可 

     優,良,可,不可 

修得した科目の評点を，優・Ａを 9.0，良・Ｂを 6.5，可・Ｃを 5.0 に

換算して全て合計し，全修得科目数で除して得た値（小数点以下第２位

を四捨五入）が 7.0 以上 

 

 


